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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】人体に簡単に入れ墨模様を描くことができて、
また、人体から簡単に入れ墨模様を除去することができ
るリストバンドを提供する。
【解決手段】リストバンド１は、複数のリストバンド部
材２から構成される。リストバンド部材は、一方の表面
に第一表面部２ａを有し、他方の表面に第二表面部２ｂ
を有し、側面に側面部２ｃを有している。複数のリスト
バンド部材は、側面部で係着している。本発明のリスト
バンドの側面部が係着した部分は、内側の周縁に内周縁
２ｄが生じ、外側の周縁に外周縁２ｅが生じる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の表面に第一表面部を有し、他方の表面に第二表面部を有し、側面に側面部を有す
る複数のリストバンド部材と、
を備え、
　複数の前記リストバンド部材は、前記側面部で係着していることを特徴とするリストバ
ンド。
【請求項２】
　前記第一表面部、および、前記第二表面部は、略円弧形状を有することを特徴とする請
求項１に記載のリストバンド。
【請求項３】
前記側面部が係着した部分のうち、内側の周縁は内周縁であり、外側の周縁は外周縁であ
り、前記内周縁から前記外周縁に向かう垂直方向の長さは、０．５mmから２０mmであるこ
とを特徴とする請求項１、または、請求項２のうちのいずれか１つに記載のリストバンド
。
【請求項４】
弾性体を材料にして形成されていることを特徴とする請求項１、ないしは、請求項３のう
ちのいずれか１つに記載のリストバンド。
【請求項５】
前記弾性体は、ゴム、あるいは、シリコンのうちのいずれか１つであることを特徴とする
請求項４に記載のリストバンド。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、人体に装着することによって、入れ墨を入れたように見えるリストバンドに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　人体に入れ墨を入れると、その入れ墨を消すことは極めて困難である。
　このため、ファッションなどのために、実際に人体に入れ墨を入れなくても、入れ墨が
入っているように見せる道具や方法がある。
　入れ墨が入っているように見せる道具には、特許文献１に示す入れ墨式転写シールがあ
る。
入れ墨が入っているように見せる方法には、特許文献２に示すボディペイントがある。
【０００３】
特許文献１に示す入れ墨式転写シールを用いて、人体に入れ墨が入っているように見せる
ためには、人体に入れ墨式転写シールを貼り付けて、人体に入れ墨式転写シールに描かれ
た入れ墨模様を転写しなければならないので、手間がかかる。
特許文献１に示す入れ墨式転写シールを用いて、人体に転写された入れ墨模様を除去する
ためには、タオルなどで、人体に転写された入れ墨模様を擦るなどして、除去しなければ
ならないので手間がかかる。
【０００４】
　特許文献２に示すボディペイントを用いて、人体に図柄を描くのに時間がかかる。
特許文献２に示すボディペイントを用いて、人体に描かれた図柄を除去するためには、タ
オルなどで、人体に転写された図柄を擦るなどして、除去しなければならないので手間が
かかる。
【０００５】
【特許文献１】実開平06-078968
【特許文献２】特開2003-277232
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、人体に簡単に入れ墨模様を描くことができて、また、人体から簡単に入れ墨
模様を除去することができるリストバンドを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のリストバンドは、複数のリストバンド部材から構
成される。
【０００８】
リストバンド部材は、一方の表面に第一表面部を有し、他方の表面に第二表面部を有し、
側面に側面部を有している。
複数のリストバンド部材は、側面部で係着している。
【０００９】
本発明のリストバンドの側面部が係着した部分は、内側の周縁に内周縁が生じ、外側の周
縁に外周縁が生じる。
【００１０】
本発明のリストバンドは、弾性体を材料にして形成されているので、弾力性がある。
このため、本発明のリストバンドを内周縁から外周縁に向かう方向に伸ばせば、本発明の
リストバンドには、外周縁から内周縁に向かう方向に力が生じる。
また、本発明のリストバンドは、内周縁から外周縁に向かう方向に伸ばすことをやめれば
、ほぼ元の形に戻る。
内周縁から外周縁に向かう方向には、内周縁から外周縁に向かう垂直方向のほか、内周縁
から外周縁に向かう垂直ではない方向もある。
外周縁から内周縁に向かう方向には、外周縁から内周縁に向かう垂直方向のほか、外周縁
から内周縁に向かう垂直ではない方向もある。
弾性体には、ゴム、あるいは、シリコンなどの弾力性がある素材がある。
【００１１】
　本発明のリストバンドの使用方法について説明する。
【００１２】
本発明のリストバンドの内周縁を外周とする空間内に手先を挿入すれば、本発明のリスト
バンドは、内周縁から外周縁に向かう方向に伸びる。
本発明のリストバンドが内周縁から外周縁に向かう方向に伸びた状態で、手先から腕に移
動させて、腕の入れ墨模様を描きたい部分に来たときに、移動を停止すれば、腕の入れ墨
模様を描きたい部分には、外周縁から内周縁に向かう方向に生じる力が加わるので、本発
明のリストバンドは、腕の入れ墨模様を描きたい部分に固定される。
本発明のリストバンドが内周縁から外周縁に向かう方向に伸びた状態で、手先から腕に移
動させる際には、第二表面部が、手先、手先から腕に向かう部分、あるいは、腕と接触す
る。
本発明のリストバンドを腕の入れ墨模様を描きたい部分に固定させれば、本発明のリスト
バンドによって、腕の入れ墨模様を描きたい部分に入れ墨模様を描くことができる。
【００１３】
本発明のリストバンドを腕の入れ墨模様を描きたい部分から手先まで移動させて、本発明
のリストバンドの側面部の内周縁を外周とする空間内から手を抜去すれば、人体から入れ
墨模様を除去することができる。
【００１４】
本発明のリストバンドは、腕だけではなく、人体のどの部分にも、入れ墨模様を描き、そ
して、除去することができる。
【００１５】
内周縁から外周縁に向かう垂直方向の長さは、０．５mm以上であり、７mm以下であれば、
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厚みを感じさせることなく、人体に入れ墨模様が描かれているように見せることができる
。
内周縁から外周縁に向かう垂直方向の長さは、７mm超過であり、１５mm以下であれば、ほ
とんど厚みを感じさせることなく、人体に入れ墨模様が描かれているように見せることが
できる。
内周縁から外周縁に向かう垂直方向の長さは、１５mm超過であり、２０mm以下であれば、
近くで見れば、多少厚みを感じさせるが、少し離れて見れば、ほとんど厚みを感じさせる
ことなく、人体に入れ墨模様が描かれているように見せることができる。
【発明の効果】
【００１６】
本発明のリストバンドは、人体に簡単に入れ墨模様を描くことができて、また、人体から
簡単に入れ墨模様を除去することができる。
【実施例１】
【００１７】
本発明の実施例を図面を用いて説明する。
なお、本発明の実施例は、以下に説明する実施例には限定されるものではない。
【００１８】
　実施例１のリストバンド１は、図１(ａ)(ｂ)(ｃ)、図２(ａ)(ｂ)(ｃ)に示すように、複
数のリストバンド部材２を備えている。
【００１９】
　リストバンド部材２は、図３(ａ)から(ｅ)に示すように、一方の表面に第一表面部２ａ
を有し、他方の表面に第二表面部２ｂを有し、側面に側面部２ｃを有する。
実施例１のリストバンド１は、図１(ａ)(ｂ)(ｃ)、図２(ａ)(ｂ)(ｃ)に示すように、複数
のリストバンド部材２が、互いに、側面部２ｃで係着することによって形成されている。
【００２０】
第一表面部２ａ、および、表面に第二表面部２ｂは、図１(ａ)、図３(ａ)(ｂ)に示すよう
に、略円弧形状を有していてもよい。
【００２１】
側面部が係着した部分は、図１(ｃ)、図２(ｃ)に示すように、内側の周縁に内周縁２ｄが
生じ、外側の周縁に外周縁２ｅが生じる。
【００２２】
実施例１のリストバンド１は、弾性体を材料にして形成されているので、弾力性がある。
このため、実施例１のリストバンド１を内周縁２ｄから外周縁２ｅに向かう方向に伸ばせ
ば、実施例１のリストバンド１には、外周縁２ｅから内周縁２ｄに向かう方向に力が生じ
る。
また、実施例１のリストバンド１は、内周縁２ｄから外周縁２ｅに向かう方向に伸ばすこ
とをやめれば、ほぼ元の形に戻る。
内周縁２ｄから外周縁２ｅに向かう方向には、内周縁２ｄから外周縁２ｅに向かう垂直方
向のほか、内周縁２ｄから外周縁２ｅに向かう垂直ではない方向もある。
外周縁２ｅから内周縁２ｄに向かう方向には、外周縁２ｅから内周縁２ｄに向かう垂直方
向のほか、外周縁２ｅから内周縁２ｄに向かう垂直ではない方向もある。
弾性体には、ゴム、あるいは、シリコンなどの弾力性がある素材がある。
【００２３】
実施例１のリストバンド１の使用方法について説明する。
【００２４】
実施例１のリストバンド１の内周縁２ｄを外周とする空間内に手先を挿入すれば、実施例
１のリストバンド１は、内周縁２ｄから外周縁２ｅに向かう方向に伸びる。
実施例１のリストバンド１が内周縁２ｄから外周縁２ｅに向かう方向に伸びた状態で、手
先から腕に移動させて、腕の入れ墨模様を描きたい部分に来たときに、移動を停止すれば
、腕の入れ墨模様を描きたい部分には、外周縁２ｅから内周縁２ｄに向かう方向に生じる
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力が加わるので、実施例１のリストバンド１は、腕の入れ墨模様を描きたい部分に固定さ
れる。
実施例１のリストバンド１が内周縁２ｄから外周縁２ｅに向かう方向に伸びた状態で、手
先から腕に移動させる際には、第二表面部２ｂが手先、、手先から腕に向かう部分、ある
いは、腕と接触する。
実施例１のリストバンド１を腕の入れ墨模様を描きたい部分に固定させれば、実施例１の
リストバンド１によって、腕の入れ墨模様を描きたい部分に入れ墨模様を描くことができ
る。
【００２５】
実施例１のリストバンド１を腕の入れ墨模様を描きたい位置から手先の方向まで移動させ
て、実施例１のリストバンド１の内周縁２ｄを外周とする空間内から手を抜去すれば、腕
から入れ墨模様を除去することができる。
【００２６】
図４では、実施例１のリストバンド１によって、腕の入れ墨模様を描きたい部分に入れ墨
模様を描かれているが、実施例１のリストバンド１は、腕だけではなく、人体のどの部分
でも、容易に入れ墨模様を描きたい位置に入れ墨模様を描き、また、容易に除去すること
ができる。
【００２７】
図１(ｃ)(ｄ)、図２(ｃ)(ｄ)に示す内周縁から外周縁に向かう垂直方向の長さ２ｆは、０
．５mm以上であり、７mm以下であれば、厚みを感じさせることなく、人体に入れ墨模様が
描かれているように見せることができる。
図１(ｃ)(ｄ)、図２(ｃ)(ｄ)に示す内周縁から外周縁に向かう垂直方向の長さ２ｆは、７
mm超過であり、１５mm以下であれば、ほとんど厚みを感じさせることなく、人体に入れ墨
模様が描かれているように見せることができる。
図１(ｃ)(ｄ)、図２(ｃ)(ｄ)に示す内周縁から外周縁に向かう垂直方向の長さ２ｆは、１
５mm超過であり、２０mm以下であれば、近くで見れば、多少厚みを感じさせるが、少し離
れて見れば、ほとんど厚みを感じさせることなく、人体に入れ墨模様が描かれているよう
に見せることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】(ａ) 実施例１のリストバンド１の正面図である。(ｂ) 実施例１のリストバンド
１の背面図である。(ｃ) 実施例１のリストバンド１の上面図である。(ｄ)(ｃ)の一部拡
大図である。
【図２】(ａ) 実施例１のリストバンド１の右側面図である。(ｂ) 実施例１のリストバン
ド１の左側面図である。(ｃ) 実施例１のリストバンド１の底面図である。(ｄ)(ｃ)の一
部拡大図である。
【図３】(ａ) 実施例１のリストバンド部材２を第一側面部２ａ方向から見た図である。(
ｂ) 実施例１のリストバンド部材２を第二側面部２ｂ方向から見た図である。(ｃ) 実施
例１のリストバンド部材２を側面部ｃの一方の長軸方向から見た図である。(ｄ) 実施例
１のリストバンド部材２を側面部ｃの他方の長軸方向から見た図である。(ｅ)  実施例１
のリストバンド部材２を側面部ｃの一方の短軸方向から見た図である。(ｆ) 実施例１の
リストバンド部材２を側面部ｃの一方の短軸方向から見た図である。
【図４】実施例１のリストバンド１を腕に装着した状態を示す図である。
【符号の説明】
【００２９】
１　　リストバンド
２　　リストバンド部材
２ａ　第一表面部
２ｂ　第二表面部
２ｃ　側面部
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２ｄ　内周縁　
２ｅ　外周縁
２ｆ　内周縁から外周縁に向かう垂直方向の長さ

【図１】 【図２】
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